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第１回推進会議の意見に対する対応方針（12 件の意見）

NO 分類 意見 対応

1 全般

最終結果について市民も注目する内容であるためパブリ

ックコメント等市民意見を取り入れることも必要であ

る。

最終報告の内容に応じ，最適な手法を検討する。なお，中間

報告及び最終報告は，ホームページで公開する。

2

退去時期につ

いて

入居者が市外に転出すると市内には戻って来ない。特に

都市間競争が激化しているため，市内（特に研学地区内）

で住み替えができるように退去の仕方も重要である。

住宅需要を創出するための手法として，審議事項４（3，4回）

で検討して頂く予定である。

3

一度に退去すると人口が再度増加するまでには相当期間

かかるため，市内の商業事業者が撤退する可能性が高い。

一度撤退すると再度立地することは難しく，魅力ある都

市再生を行うにも影響があるため，それらも考慮する必

要がある。

商業へ与える影響も大きいため，それらも考慮したスケジュ

ールを審議事項４（3，4回）で検討して頂く予定である。

4
処分時期につ

いて

需要を考えると一度に処分することは無理であり，段階

的に処分する必要がある。また，宿舎跡地が処分された

後，ビルドアップするには約 3 年かかるため，その期間

も考慮する必要がある。

都市再生のあり方を検討後，それを実現するために効果的な

処分スケジュール等を審議事項４（3，4 回）で検討して頂く

予定である。
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5

導入機能等に

ついて

つくば市は国際戦略特区に指定されているため，跡地に

特区に関係する機能等を導入することを考える必要があ

る。

特区として導入すべき機能については，庁内担当課と協議し，

検討を進める。

6
処分跡地を住宅のみではなく，雇用の場として活用でき

ないか。

審議事項２の都市再生のあり方において議論をお願いした

い。

7

つくば市には筑波大学があるにもかかわらず駅前に施設

がないため，筑波大のサテライト施設があると良いので

はないか。

審議事項２の都市再生のあり方において議論をお願いした

い。

8

跡地の都市環

境

公務員宿舎立地地区は概ね電線類が地中化されている

が，処分により架空化する事例があるため，現在の環境

を残した都市再生の誘導手法を検討することが必要であ

る。

中心市街地及び竹園吾妻東部エリアにおいては，電線類の地

中化が必要であると認識しているため，地中化が図られるよ

うに対応方法を検討する。

9
研学地区建設当時の基準である計画標準等の各種規制を

かけるべきである。

建設当時の各種規制は，法的担保が無く，現在は事業者に強

制できないため，できる限り当時の基準に近く，法的担保が

できる手法で対応していきたい。

10
処分方法につ

いて

独立行政法人化により多くの公務員宿舎が独法等に移管

した。国の今回処分する宿舎には 10年前くらいに大規模

リフォームをした宿舎がある。その宿舎と独法の宿舎を

等価交換できないか。

都市再生の観点から必要である場合は，一つの手法として検

討して頂きたい。
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11

商業への影響，不動産市場への影響等を考慮すると，処

分宿舎を３つに分け，10 年程度かけ段階的廃止をする手

法が良いと考えられる。しかし，10 年間宿舎を廃止しな

いことは難しいので，廃止後，指定管理者のような制度

を活用することも良いのではないか。

都市再生のあり方を検討後，それを実現するために効果的な

処分スケジュール等を審議事項４（3，4 回）で検討予定であ

るため，その段階で詳細を協議して頂きたい。

12 その他
新たなつくばのグランドデザインは国際戦略総合特区の

前に作成したため，見直すべき。

新たなつくばのグランドデザインは国際的な研究開発拠点と

するためのビジョンが含まれており，国際戦略総合特区の申

請を行うもとの計画となっているため，現時点での見直しは

難しいと考えている。


